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｢はちみつ類の表示に関す

る公正競争規約｣の改正

について

岡本 光治

ハチミツ類の表示規約の設定 (昭和 44年 11

月)から33年を経て, この間3回ほど小幅な

改正のあと今回,大規模な見直しを図ることに

なった.ようやく最終的な改正案がまとまり,

平成 14年 6月 9日に消費者団体,養蜂関係団

体,学識経験者,官公庁,消費者モニターに集

まっていただき ｢表示に関する意見交換会｣を

開催し,改正規約案の内容について意見をお聞

きした.その後平成 14年 9月 10日に公聴会

が公正取引委員会で開催された.公述人各位か

らは規約の内容について評価された.

見直しの背景としての主な点は, 1つには食

品表示の一層の充実が求められている状況を踏

まえ,表示の適正化の観点から所要の変更を行

った,2つには平成 13年 4月から実施されて

いるJAS法 (品質表示基準)改正に基づく新た

な表示基準の採用,もう1つは同じく昨年 7月

にコーデックス総会におけるハチミツに関する

国際規格の改正に対応 したものになっている.

公正取引委員会の告示,改正された規約とそ

の施行規則についてはそれぞれ資料 1,2,3と

した.

主な改正点としてはまず,はちみつ類の表示

の ｢定義｣があり,従来の2分頬から新たに4

分類とした (1.はちみつ2.精製はちみつ-節

設 3.加糖はちみつ4.巣はちみつ-新設).この

うち精製はちみつについては従来,脱臭脱色は

ちみつの使用が 20%まで許されたものを,節

たな改正では少 しでも使用していれば表示義務

を課すことにした.次に ｢原材料｣に関しては

ちみつ採蜜国を表示することにしたが,これは

JAS法改正に絡む新たな原産国表示との兼ね

合いから出たものである.今回の改正では原産

国名は ｢製品輸入｣に限定 して国名を表示する

こととした.

原材料名については採蜜国を製品に占める重

量の割合の多いものから順に表示することとし

た.これに関連して最近,加糖はちみつの表示

を巡って消費者等から紛らわしいとの苦情 (は

ちみつと思って買ったものが加糖はちみつだっ

た.)があったことから,改正では商品名の直上

または直下に商品名を示す文字と同一の大きさ

の活字で,｢加糖はちみつ｣とはっきり表示する

こととした.

次いで,｢特定事項の表示基準｣ をめぐって

は,かねて業界としてはちみつの天然表示を認

めてはしいとの要望を関係方面に示 していた

が,消費者団体などとの意見交換会で厳 しい意

見が出て結局,改正案から削除した.

また,特定の原材料を使用していることを強

調して表示する場合は,基準を設けた.はちみ

つにローヤルゼ リーを0.05%以上 3%未満使

用した場合は品名に ｢ローヤルゼリー添加はち

みつ｣ と,一方ローヤルゼリーを3%以上使用

した場合は品名 ｢ローヤルゼリー入りはちみ

つ｣と表示することにした.

はちみつに花粉を0.1%以上使用した場合は

品名に ｢花粉添加はちみつ｣と表示することに

した.

また,採蜜源の花名の表示については,例え

ばレンゲはちみつと表示する場合は従来は,

70%以上は当該花からの採蜜とされていたが,

この70%の数値について消費者等から問い合

わせがあり,消費者からの誤解を解く意味合い

からも "すべてまたは大部分"に改めたはか,

当該はちみつに蜜源を異にするはちみつを意図

して混合してほならないとした.このように規

定するまでには議論があり,必ずしもミツバチ

がその花だけの蜜を採るのではなく,そばに違

う花の蜜があればそれも採ってしまう.従って

すべて当該花から採蜜することは不可能であ

る.このような議論を経て "すべてまたは大部

分"としたものである.

さらに ｢台帳の整備｣ということでは,原料
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はちみつなどの使用台帳を整備することにし,

これによって原材料などの使用が表示通 りに行

われていることの検証を可能 にした. トレーサ

ビリティーつまり追跡可能性の確立を台帳の整

備により行 うこととした. この規定を取 り入れ

たことは当協議会が表示の重要性に鑑みて取 り

組んだ一つの証で もある.また,｢はちみつの組

成基準｣ については, ①水分 20%以下, ただ

し,Eg産はちみつ 23%以下,②果糖及びぶどう

糖含有量 (両者の合計)60g/100g以上,③ し

ょ糖 5g/100g以下,④灰分 (電気伝導度)0,8

ms/cm 以下,⑤H.M.F.5.9mg/100g以下,

⑥遊離酸度 100gにつ き 1Nアルカ リ5ml以

下,⑦でん粉デキス トリン陰性反応の 7項 目に

つき国際規格をできる限 り取 り入れた.さらに

｢はちみつの組成基準の試験方法｣について も,

はちみつの組成基準の改正に伴 って国際規格を

取 り入れた. こうしたさまざまな改正を加える

ことにより,新 たな規約 ･規則 は改正 JAS法

のあらたな表示基準 とはちみつに係わる新たな

国際規格 を織 り込んだ内容 の ものになってい

る.

なお,この規約の施行 日は平成 14年 10月9

日である.ただ し,変更前の規約の規定により

表示を行 った容器,または包装については,辛

成 15年 7月8日まではこれを用いることがで

きるとした. しか しなが ら,近年消費者の表示

に対する不信感を解 くためにも本規約に基づ く

新たなラベル表示を早期に実施することを切望

するものである.

(〒103-0023 中央区日本橋本町4-8-17 共同ビル

(室町)5F社団法人全国はちみつ公正取引協議会)

MITSUHARU OKAMOTO.RevISedlaw onthefair

competitionforproperlabellingofhoneyprod-

ucts.Honeybee Science (2002)23(4):1811188,

Honey Falr Trade Conference. 4-8-17,

Nihonbashihoncho,Chuou-ku,Tokyo,103-0023

Japan.

- 資料 1. -

｢はちみつ類の表示に関する公正競争規約｣の

一部変更の認定等について

平成 14年 10月8日

公正取引委員会

公正取引委員会は,社団法人全国はちみつ公正取

引協議会 (会長野々垣孝)から認定申請のあった ｢は

ちみつ類の表示に関する公正競争規約｣(以下 ｢規約｣

という.) の一部変更について,景品表示法第 10条

第 2項各号の要件に適合すると認められることから,

同条第 1項の規定に基づき,本日,これを認定し,そ

の旨を 10月9日の官報に告示することとした.

あわせて,本日,｢はちみつ頬の表示に関する公正

競争規約施行規則｣(以下 ｢施行規則｣という.)の一

部変更を承認した.

1 規約変更の理由

今回の規約変更は,食品表示の一層の充実が求め

られている状況を踏まえ,表示の適正化の観点から

所要の変更を行ったものであり,施行規則の一部変

更も併せて行ったものである.

2 規約の主な変更内容

(1) 原材料表示及び原材料のはちみつの採蜜国表示

の義務付け等

JAS法に基づく加工食品品質表示基準による原材

料等の必要表示事項を定めるとともに,原材料のは

ちみつの採蜜国名を使用割合の大きいものから順に

表示することを義務付けた (規約第 3条第 2号,施

行規則第 2条第 1項第2号).

(2)｢精製はちみつ｣の定義及び商品名への併記義務

付け等

はちみつから臭い,色等を取り除いたものを｢精製

はちみつ｣と定義し,精製はちみつを使用した場合の

商品名併記及び使用割合表示を義務付けた (規約第 2

条,施行規則第 2条第 2項第 1号).

(3) ｢加糖はちみつ｣の商品名への併記義務付け等

加糖はちみつを使用した場合の商品名併記及び使

用した糖の強調表示を行う場合の使用割合表示を義

務付けた (施行規則第2条第2項第2号).

(4)｢純粋｣表示の厳格化

｢純粋｣と表示できるはちみつを,精製はちみつを

使用せず,かっ,添加物を一切加えないものに限定し

た (施行規則第3条第 1項).

(5) 台帳の整備

原材料の使用が表示どおりに適正に行われている
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ことの検証を可能とするため,原料はちみつ等の使

用状況を記 した台帳の整備を義務付けた (施行規則

第 4条).

3 公聴会の開催

今回の規約変更については,平成 14年 9月 10日

に公聴会を開催し,消費者団体,学識経験者等から意

見を聴取 した.公聴会において公述人から出された

主な意見は別紙のとおりである.

4 施行日

この規約の変更は,平成 14年 10月9日から施行

する.ただし,変更前の規約の規定により表示を行っ

た容器又は包装については,この規約の施行の日か

ら9か月間,これを用いることができる.

(参考)

1 公正競争規約について

(1) 公正競争規約は,景品表示法に基づき,公正取引

委員会の認定を受けて,業界において設定 してい

る自主ルールである.

(2)景品表示法第 10条第 2項各号の要件

ア 不当な顧客の誘引を防止 し,公正な競争を確保

するために適切なものであること.

イ ー般消費者及び関連事業者の利益を不当に害す

るおそれがないこと.

り 不当に差別的でないこと.

エ 公正競争規約に参加 し,又は公正競争規約から

脱退することを不当に制限しないこと,

2 変更後の規約の閲覧場所等

変更後の規約は,公正取引委員会事務総局の本局

(東京都),各地方事務所 (札幌市,仙台市,名古屋市,

大阪市及び福岡市)及び支所 (広島市及び高松市)並

びに内閣府沖縄総合事務局 (那覇市)において閲覧に

供するはか,公正取引委員会のホームページに掲載

している.

3 社団法人全国はちみつ公正取引協議会の概要

(1)設立昭和 44年 11月

(2) 代表者野々垣孝 (アピ株式会社代表取締役)

(3)会員 120名 (平成 14年 6月末現在)

問い合わせ先

公正取引委員会事務総局経済取引局

取引部消費者取引課

電話 03-3581-3376(直通)

ホームページhttpノ/www.jftc.go.jp

別紙 公聴会において出された主な意見

公述の概要 公述人

原材料表示及び採蜜国表示の義務付 消費者団体

け,精製はちみつの商品名併記及び 学識経験者

使用割合表示の義務付け,加糖はち

みつの商品名併記義務付け,純粋表

示の厳格化,台帳整備義務付けは評

価できる.

賞味期限は一括表示欄に記載するこ 消費者団体

と,一括表示欄以外に表示する場合

は消費者の見やすい位置に表示する

ことを望む.

インターネットにおける広告の表示 消費者団体

についても積極的に指導 してもらい

- 資料 2. -

はちみつ類の表示に関する公正競争規約

(目的)

第 1条 この公正競争規約 (以下 ｢規約｣という.)

は,不当景品類及び不当表示防止法 (昭和 37年法

律第 134号)第 10条第 1項の規定に基づき,はち

みつ類の取引について行う表示に関する事項を定

めることにより,一般消費者の適正な商品選択に

資するとともに,不当な顧客の誘引を防止 し,もっ

て公正な競争を確保することを目的とする.

(定義)

第2条 この規約において ｢はちみつ頓｣とは,はち

みつ,精製はちみつ,加糖はちみつ及び巣はちみつ

をいう.

(1) この規約において ｢はちみつ｣とは,みつばちか

植物の花みつを採集 し,巣房に貯え熟成 した天然

の甘味物質であって,別表に定める性状を有し,別

表に定める組成基準に適合したものをいう.

(2) この規約において ｢精製はちみつ｣とは,はちみ

つから臭い,色等を取り除いたものであって,別表

に定める組成基準に適合 したものをいう.

(3) この規約において ｢加糖はちみつ｣とは,はちみ

つに異性化液糖その他の糖類を加えたものであっ

て,はちみつの含有量が重量百分比で60パーセン

ト以上のものをいう,

(4) この規約において ｢巣はちみつ｣とは,新しく作

られて幼虫のいない巣房にみつばちによって貯え

られたはちみつで,巣全体又は一部を封入 したま
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ま販売されるものをいう.

2 この規約において ｢事業者｣とは,はちみつ頬を

製造して販売する者,輸入 して販売する者又はこ

れらに準ずる者をいう.

3 この規約において ｢表示｣とは,｢不当景品類及び

不当表示防止法第 2条の規定により景品類及び表

示を指定する件｣(昭和 37年公正取引委員会告示

第3号)第 2項に規定するものであって, はちみ

つ類の表示に関する公正競争規約施行規則 (以下

｢施行規則｣という.)に定めるものをいう.

(必要な表示事項)

第 3条 事業者は,はちみつ類の容器又は包装に,吹

の各号に掲ける事項を施行規則に定めるところに

より,邦文で外部から見やすい場所に明りょうに

表示しなければならない.

(1)品名

(2) 原材料名 (はちみつ採蜜国を含む.)

(3) 内容量

(4) 賞味期限 (品質保持期限)

(5) 保存方法

(6) 原産国名

(7)事業者の氏名又は名称及び住所

(特定事項の表示基準)

第 4条 事業者は,はちみつの容器又は包装に,次の

各号に掲げる事項を表示する場合には,それぞれ

当該各号に定める基準に従い表示しなければなら

ない,
(1)純件等

はちみつに ｢純粋｣,｢天然｣,｢生｣,｢完熟｣,｢ピュ

ア｣,｢ナチュラル｣,｢Pure｣,｢Natural｣その他これ

らと類似の意味内容を表す文言を表示 しようとする

場合には｢純粋｣又は｢Pure｣という文言に統一して

行わなければならない.

(2) 国産

はちみつに ｢国産｣という文言を表示する場合に

は,前条第 2号の規定により表示する場合を除き,そ

の原料蜜のすべてが国内で採蜜されたものでなけれ

ばならない.

(3) 採蜜源の花名

はちみつに採蜜源の花名を表示する場合には,当

該はちみつのすべて又は大部分を当該花から採蜜し,

その花の特徴を有するものであって,かつ,採蜜国名

を表示しなければならない.

2 事業者は,前項に規定する事項のはか,はちみつ

類の容器又は包装に特定の原材料を商品名として

表示する等.当該原材料を使用している旨を強調

して表示する場合は,施行規則に定めるところに

より表示しなければならない.

(規則で定める必要表示事項等)

第 5条 社団法人全国はちみつ公正取引協議会は,

第 1条のEI的を達成するため特に必要があると認

める場合には,前 2条に規定する事項のほか,これ

らの事項に関連する特定の表示事項又は表示の基

準を規則により定めることができる.

(不当表示の禁止)

第 6条 事業者は,はちみつ類の取引に関し,次の各

号に掲げる表示をしてはならない.

(日 第 2条に規定するはちみつ,精製はちみつ,加糖

はちみつ又は巣はちみつの定義に合致 しない内容

の製品について,はちみつ,精製はちみつ,加糖は

ちみつ又は巣はちみつであるかのような表示

(2)第 2条第 1項第 1号に規定するはちみつ以外の

製品について,第4条第 1項第 1号若しくは第2

号に掲げる文言の表示又は第3号に規定する採蜜

源の花名の表示

(3) 第4条第2項に規定する特定の原材料を使用し

ている旨を強調して表示する場合の施行規則に定

める表示基準に合致しない内容の製品について,

当該基準を満たすかのように誤認されるおそれが

ある表示

(4) 客観的な根拠に基づかないで ｢特選｣,｢高級｣,
｢デラックス｣その他これらに類似する意味内容の

文言を用いることにより,当該製品の品質が特に

優良であるかのように誤認されるおそれがある表

示

(5) 寛を受けた事実又は推奨を受けた事実がないに

もかかわらず,受賞又は推奨を受けたと誤認され

るおそれのある表示

(6) 自己の取り扱う他の製品又は自己の行う他の事

業について受けた貰又は推奨が当該製品について

受けたものであるかのように誤言忍されるおそれが

ある表示

(7) 品質,原料,原産地,採蜜源その他製品の内容又

は取引条件について,実際のものよりも著しく優

良又は有利であると一般消費者に誤認されるよう

な表示

(8) 他の事業者又はその製品を中傷し,誹譲するよ

うな表示

(9) 前各号に掲げるもののはか,自己の製造又は販
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実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者

に係るものよりも著 しく優良又は有利であるかの

ように誤認されるおそれがある表示

(公正取引協議会の設置)

第 7条 この規約を適正に施行するため,社団法人

全国はちみつ公正取引協議会 (以下 ｢公正取引協議

会｣という.)を設置する.

2 公正取引協議会は, この規約に参加する事業者を

もって構成する.

(公正取引協議会の事業)

第 8条 公正取引協議会は,次の事業を行 う.

日) 不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に

関する法令の普及並びに違反の防止に関すること.

(2)証紙の交付に関すること.

(3) 規約の内容についての周知徹底に関すること.

(4) 規約についての相談及び指導に関すること.

(5) 規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に

関すること.

(6) 規約の規定に違反する者に対する措置に関する

こと.

(7) 関係官庁との連絡及び施策の協力に関すること.

(8) その他公正取引協議会の目的を達成するために

必要と認められること.

(違反に対する調査)

第 9条 公正取引協議会は,第 3条から第 6条まで

の規定に違反する事実があると思われるときは,

関係者を招致 し,事情を聴取 し,関係者に必要な事

項を照会 し,参考人から意見を求め,その他その事

実について必要な調査を行 う.

2 事業者は,前項の規定による公正取引協議会の調

査に協力 しなければならない.

3 公正取引協議会は,第 1項の規定に基づ く調査に

協力 しない事業者に対 し,当該調査に協力すべき

旨を文書をもって警告 し, これに従わないときは,

10万円以下の違約金を課 し, 又は除名処分をする

ことができる.

(違反に対する措置)

第 10条 公正取引協議会は,第 3条から第 6条まで

の規定に違反する行為があると認めるときは,当

該違反行為を行 った事業者に対 し,当該違反行為

を排除するために必要な措置を採るべき旨及び当

該違反行為又はこれに類似する違反行為を再び行

ってはならない旨を文書をもって警告することが

できる.
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2 公正取引協議会は,前項の警告を受けた事業者が

当該警告に従 っていないと認めるときは,当該事

業者に対 し,50万円以下の違約金を課 し,除名処

分をし,又は公正取引委員会に必要な措置を講ず

るよう求めることができる.

3 公正取引協議会は,前条第 3項又は本条第 1項若

しくは第 2項の規定により警告をし,違約金を課

し,又は除名処分を したときは,その旨を遅滞な

く,文書をもって公正取引委員会に報告するもの

とする.

(施行規則)

第 11条 公正取引協議会は,この規約の実施に関す

る規則を定めることができる.

2 前項の規則を設定 し,又は変更するときは,事前

に公正取引委員会の承認を受けるものとする.

附 則

この規約の変更は,公正取引委員会の認定の告示

のあった日(平成 14年 10月 9日)から施行する.た

だ し,変更前の規約の規定により表示を行 った容器

又は包装については,この規約の施行の日か ら9か

月間,これを用いることができる.

[別表]

(はちみつの性状)

はちみつは淡黄色ないし暗褐色のシロップ状の液

で,特有の香味があり早晩結晶を生ずるものである.

(はちみつの組成基準)

水 分 (於温度 20度)20%以下

ただ し,第 4条第 1項第 2号に規定する国

産はちみつにあっては23%以下とする.

果糖及びぶどう糖含有量 (両者の合計)

60g/100g以上

しょ糖 5g/100g以下

灰分 (電気伝導度) 0.8mS/cm以下

H.M.F. 5.9mg/100g以下

遊離酸度 100gにつき1Nアルカ リ

5ml以下

でん粉デキス トリン 陰性反応

- 資料 3. -

はちみつ類の表示 に関する公正競争規約

施行規則

(定 義)

第 1条 はちみつ類の表示に関する公正競争規約

(以下 ｢規約｣ という.)第 2条第 2項に規定する
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｢これらに準ずる者｣とは,はちみつ頬の製造を他

の製造業者に委託 して自己の商標又は名称を表示

して販売する事業者をいう.

2規約第 2条第 3項に規定するはちみつ頬の表示に

関する公正競争規約施行規則に定めるものとは,

次に掲げるものをいう.

(1) 商品,容器又は包装による広告その他の表示及

びこれらに添付した物による広告その他の表示

(2) 見本,チラシ,カタログ,POPその他これらに類

似する物による広告その他の表示 (ダイレクトメ

ール,ファクシミリ等によるものを含む.)及び口

頭による広告その他の表示 (電話によるものを含

む.)

(3) ポスター,看板 (プラカード及び建物又は電車,

自動車等に記載されたものを含む.),ネオン･サ

イン,アドバルーンその他これらに類似する物に

よる広告及び陳列物又は実演による広告

(4) 新聞紙,雑誌その他の出版物,放送 (有線電気通

信設備又は拡声機による放送を含む.),映写,演劇

又は電光による広告

(5) 情報処理の用に供する機器による広告その他の

表示 (インターネット,パソコン通信等によるもの

を含む.)

(必要な表示事項)

第 2条 規約第 3条に規定する必要表示事項は,吹

の各号に掲げる基準により表示するものとする.

表示に用いる文字の大きさは,次項第 1号イ及び

第 2号イに規定する場合を除き,8ポイント(ここ

で い うポイ ン トとは,日本工業規格 Z8305

(1962)に規定するものをいう.以下この施行規則

において同じ )の活字以上の大きさの統一のとれ

た活字により一括 して表示 しなければならない.

ただし,表示可能面積がおおむね 150cm2以下の

ものにあっては,5.5ポイント以上の大きさの活字

とすることができる.

(‖ 品名

品名を次に定めるところにより表示すること.

ア ｢品名｣の文字の次に,はちみつ及びはちみつに

精製はちみつを使用 したものにあっては ｢はちみ

つ｣,精製はちみつにあっては ｢精製はちみつ｣,加

糖はちみつにあっては ｢加糖はちみつ｣,巣はちみ

つにあっては ｢巣はちみつ｣と表示すること.ただ

し,ビタミン,花粉,香料,果汁又はローヤルゼリ

ー等を添加 したはちみつ類にあっては ｢はちみ

つ｣,｢精製はちみつ｣又は ｢加糖はちみつ｣の文字

の前に｢○○添加｣と表示すること.｢○○｣には添

加した原材料の一般的な名称を表示すること.

イ アの規定にかかわらず,｢品名｣の文字に代えて

｢名称｣と表示することができる.

(2) 原材料名

｢原材料名｣の文字の次に使用した原材料を7,イ

及びりに定めるところにより,表示すること.

7 食品添加物以外の原材料は,製品に占める重量

の割合の多いものから順に表示すること.ただし,

2種類以上の原材料からなる原材料 (以下 ｢複合原

材料｣という.)については,当該複合原材料の名

称の次に括弧を付 して,当該複合原材料の原材料

を当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の

多いものから順に表示すること.この場合におい

て,複合原材料の製品の原材料に占める重量の割

合が5パーセント未満のときは,当該複合原材料

の原材料の記載を省略することができる.

イ 食品添加物は,原材料に占める重量の割合の多

いものから順に,食品衛生法施行規則 (昭和 23年

厚生省令第 23号)の規定に従い表示すること.

り はちみつは,次のいずれかに定めるところによ

り採蜜EE]を表示すること.

(7)原材料の ｢はちみつ｣の文字の次に括弧を付して

はちみつの採蜜国名を表示すること.採蜜国が複

数にわたる場合は原材料に占める重量の割合の多

いものから順に表示すること. この場合において,

はちみつの採蜜国が 3か国以上にわたるときは,2

番目までの採蜜国を表示 した上,｢他の国｣又は

｢その他｣ と表示することにより,3番目以降の採

蜜国の表示を省略することができる.

(イ) 原材料の ｢はちみつ｣の文字の前に,国内で採蜜

されたはちみつにあっては ｢国産｣と表示 し,外国

で採蜜されたはちみつにあっては｢○○産｣と表示

し｢○○｣に採蜜国名を表示すること.探蜜国が複

数にわたる場合は原材料に占める重量の多いもの

から順に表示すること.この場合において,はちみ

つの探蜜国が 3か国以上にわたるときは,2番目

までの採蜜国を表示 した上,｢○○産｣に代えて

｢他の国の｣ と表示することにより,3番E]以降の

採蜜国の表示を省略することができる.

(3)内容量

｢内容量｣の文字の次に,グラム又はキログラムの

単位で単位を明記 して表示すること.

(4) 賞味期限 (品質保持期限)

賞味期限 (品質保持期限)とは,容器包装の開かれて



いない製品が表示された保存方法に従って保存さ

れた場合に,その製品として期待されるすべての

品質特性を十分保持 し得ると認められる期限をい

う.

ア 賞味期限 (品質保持期限)は,｢賞味期限｣又は

｢品質保持期限｣の文字の次に,次のいずれかの方

法により年月で表示すること.

(7) 平成 14年 9月

(イ) 14.9

(ウ) 2002 9

(ェ) 02.9

イ アの規定にかかわらず,｢賞味期限｣又は ｢品質

保持期限｣の文字の次に,次のいずれかの方法によ

り賞味期限 (品質保持期限)を年月に代えて年月

日で表示することができる.(イ)又は(エ)の場合であ

って,｢.｣を印字することがEEI難であるときは,

｢,｣を省略することができる.この場合において,

月又は日か 1桁の場合は,2桁目は ｢0｣と表示す

ること.

(7)平成 14年 9月

(イ) 14.9

(ウ) 2002.9

(ェ) 029

ウ 賞味期限 (品質保持期限)を一括 して表示するこ

とが困難な場合には,賞味期限 (品質保持期限)の

欄に記載箇所を表示すれば,他の箇所に表示する

ことができる.

(5) 保存方法

製品の特性に従って,｢保存方法｣の文字の次に,

｢直射日光を避け,常温で保存すること｣等と表示す

ること,ただし,常温で保存するものにあっては,常

温で保存する旨を省略することができる.

(6)原産国名

製品輸入にあっては,｢原産国名｣の文字の次に,

原産国名を表示すること.

(7)事業者の氏名又は名称及び住所

事業者の氏名又は名称及び住所については,製造

業者にあっては ｢製造者｣,輸入業者にあっては ｢輸

入者｣の文字の次に,販売業者にあっては ｢販売者｣

の文字の次に,食品衛生法 (昭和 22年法律第 233

早)に定める表示基準により表示すること.

2 前項に掲げる事項のほか,はちみつ頬の容器又は

包装に,次の各号に掲げる事項を当該各号に掲げ

る基準に従い,表示 しなければならない.

(1)精製はちみつの使用表示

187

はちみつ類に ｢精製はちみつ｣を使用した場合にあ

っては,次に定めるところにより表示する.

ア 前項第 2号に規定する原材料名の ｢精製はちみ

つ｣の文字の次に括弧を付 して,製品に占める精製

はちみつの重畳の割合を重量百分比で表示するこ

と.

イ 前項に規定する一括 して行 う表示とは別に,商

品名を表す文字の表示されている箇所の直上又は

直下に当該商品名を表示する文字の2分の 1の大

きさの活字又は 10ポイントの活字のいずれか大

きい活字によって ｢精製はちみつ入り｣と表示する

こと.

(2)加糖はちみつの表示

加糖はちみつにあっては,次に定めるところによ

り表示する.

ア 前項第 2号に規定する原材料名の糖類を表示する

文字の次に括弧を付 して,製品に占める糖類の重

量の割合を重量百分比で表示すること.

イ 前項に規定する一括の表示とは別に,商品名を

表す文字の表示されている箇所の直上又は直下に

当該商品名を表す文字と同一の大きさの活字によ

って ｢加糖はちみつ｣と表示すること.

り 加えた糖について,当該糖を使用 していること

を強調 して表示する場合又は商品名に当該糖の名

称を使用する場合は,これを強調する文字又は商

品名に近接する箇所に当該糖の量を重量 (グラム

又はg)又は重量百分比で表示すること.

(特定事項の表示基準)

第 3条 規的第 4条第 1項第 1号 に規定する ｢純

粋｣,又は ｢Pure｣の文言は,精製はちみつを使用

したもの又は添加物を含むものに表示 してはなら

ない.

2 規約第 4条第 1項第 3号に規定する採蜜源の花

名を表示する場合は,当該はちみつに,塞源を異に

するはちみつを混合 してはならない.

また,採塞源の花名を表示 しない製品について当

該製品が特定の花から採蜜 したはちみつであると誤

認されるおそれがある花の絵等の表示をしてはなら

ない.

3 規約第 4条第 2項に規定する特定の原材料を使

用 している旨を強調 して表示する場合は,次の各

号に掲げる基準に従い,表示 しなければならない.

(1) ローヤルゼリーを添加 したことを表示する場合

は,添加 した量が重量百分比で 0.05′ヾ-セント以

上でなければならない.この場合において,前条第
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1項第 2号に規定する原材料名に表示する ｢ロー

ヤルゼリー｣の次に括弧を付 して添加 した量を重

量又は重量百分比で表示すること.ただし,添加 し

たローヤルゼリーの量の製品に占める重量の割合

が重量百分比で 3パーセ ン ト以上の場合に限 り

｢ローヤルゼリー入りはちみつ｣ と表示することが

できることとし,添加 した量の原材料名への表示

は重量 (グラム又はg)又は重量百分比で行 うこ

と.

(2)花粉を添加 したことを表示する場合は,添加 し

た量が重量百分比で01パーセント以上でなけれ

ばならない.この場合において,前条第 1項第 2

号に規定する原材料名に表示する｢花粉｣の次に括

弧を付して添加 した量を重量 (グラム又はg)又は

重量百分比で表示すること.

(3)香料を添加 したことを表示する場合は,当該香

料が合成されたものであるときは,｢合成香料｣と

表示すること,

(4) 果汁を添加 したことを表示する場合は,果汁の

種類名を併せて表示すること. この場合において,

前条第 1項第 2号に規定する原材料名に表示する

｢○○果汁｣の次に括弧を付 して添加 した量を重量

(グラム又はg)又は重量百分比で表示すること.

｢○○｣には使用 した果実の名称を表示すること.

(5) ビタミン額を添加 した旨を表示する場合は,栄

養改善法 (昭和 27年法律第 248号)の規定により

表示すること.

4 はちみつ類に特選,高級,テラックスその他これ

らに頬似する意味内容の文言を用いて表示 しよう

とするときは,社団法人全国はちみつ公正取引協

議会 (以下 ｢公正取引協議会｣という.)の承認を受

けなければならない.

(台帳の整備)

第 4条 事業者は,原料はちみつ等使用台帳の整備

を行うこととし,製造ロットごとに原料はちみつ

及び精製はちみつの使用量と製品の製造数量を明

確にしなければならない.また,はちみつ以外の原

材料,食品添加物についても前記と同様,使用量を

明確にした台帳を備えつけるものとする. ただし,

現に同様の台帳等がある場合は,それをもって台

帳の整備に代えることができる.

(会員証紙)

第 5条 規的第 5条の規定により,公正取引協議会

は,規約に従い適正な表示を している構成事業者

に対 し,その販売に係るはちみつの容器,包装に

｢会員証紙｣を使用させることができる.

2 ｢会員証紙｣の使用方法については,公正取引協議

会が別に定める会員証紙の使用基準によるものと

する.

(不当表示の禁止)

第 6条 規約第 6条各号の規定による不当表示に当

たるものを例示すると,次のとおりである.

(1) 公正取引協議会の承認を受けずに行う特選,高

級,デラックスその他これらに類似する意味内容

の文言を用いた表示

(2)特定の成分又は原材料が多いこと又は少ないこ

とを強調することにより,品質が優れているかの

ように誤言忍されるおそれがある表示

第 7条 規約別表のはちみつの組成基準の試験方法

は,次の各号に定めるところによるものとする.

(1) 水分屈折率法によるものとする.

(AOAC969.38B)

(2)果糖及びぶどう糖含有量 (両者の合計)

HPLC(高速液体クロマ トグラフ法)による.

(Apidologie-SpecialIssue28,1997,Chapter

1.7.2)

(3) しょ糖

HPLC(高速液体クロマ トグラフ法)による.

(Apldologie-SpeclalIssue28,1997,Chapter

1.7.2)

(4) 灰分 (電気伝導度)電気伝導率による.

(Apidologie-Speciallssue 28,1997,Chapter

1.2)

(5)H.M.F. (AOAC980.23)

(6) 遊離酸度 (J.Assoc.PublicAnalysts(1992)28

(4)171-175)

(7) でん粉デキス トリン

日本薬局方の試験法によることとし必要に応 じヨ

ード反応を併用する.

附則

この施行規則の変更は,規約変更の認定告示のあ

った日 (平成 14年 10月 9日)から施行する.ただ

し,変更前の施行規則の規定により表示を行った容

器又は包装については,この施行規則の施行の日か

ら9か月間,これを用いることができる.


